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ス

�
　
印
鑑
登
録
を
申
請
す
る
と
き
は

■
本
人
が
窓
口
に
来
ら
れ
る
場
合

身
分
証
明
書
を
持
参
で
き
る
方　

�
１
種
類
で
よ
い
身
分
証
明
書
＝
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
写
真
が
貼
っ
て
あ
り
、

割
り
印
の
あ
る
官
公
署
発
行
の
免
許
証
、
身

分
証
明
書　

�
２
種
類
必
要
な
身
分
証
明
書
＝
健
康
保
険

証
、
公
的
年
金
手
帳
、
公
的
年
金
証
書
、
生

活
保
護
手
帳
、
市
営
バ
ス
無
料
乗
車
証
、
高

齢
者
優
待
乗
車
証
、
生
年
月
日
が
記
載
さ
れ

写
真
が
貼
っ
て
あ
り
、
割
り
印
の
あ
る
学
生

証
、
会
員
証
、
社
員
証
な
ど　

身
分
証
明
書
を
持
参
で
き
な
い
方　

�
申
請
後
に
本
人
確
認
の
た
め
に
文
書
（
回

答
書
）
を
郵
送
。
こ
の
回
答
書
を
窓
口
に
提

出
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
日
数
が
か
か
り
ま

す　
�
本
市
で
印
鑑
登
録
を
し
て
い
る
方
を
保
証

人
と
し
て
登
録
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
保
証
人
の
署
名
と
登
録
印
の
押

印
が
必
要
で
す

■
本
人
が
窓
口
に
来
ら
れ
な
い
場
合

代
理
人
が
、
委
任
状
（
本
人
が
窓
口
に
来
ら

れ
な
い
理
由
を
明
記
し
た
も
の
）、登
録
す
る

印
鑑
、
代
理
人
の
印
鑑
お
よ
び
身
分
証
明
書

を
持
参
し
申
請
。
申
請
後
、
本
人
あ
て
に
印

鑑
登
録
の
意
思
確
認
の
文
書
を
送
付
し
ま
す
。

こ
の
文
書
と
登
録
す
る
印
鑑
、
代
理
人
の
印

鑑
お
よ
び
身
分
証
明
書
を
窓
口
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
日
数
が
か
か
り
ま
す　

※
委
任

状
は
住
民
課
、
勇
払
・
の
ぞ
み
出
張
所
に
あ

り
ま
す

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

登
録
で
き
る
方　
　

歳
以
上

１５

登
録
場
所　

住
民
課
、
勇
払
・
の
ぞ
み
出
張

所　

※
外
国
人
登
録
し
て
い
る
方
は
、
住
民

課
窓
口
で
の
み
受
け
付
け

登
録
手
数
料　
　

円
３００

３月下旬から４月上旬は、転入・転出などの手続きで市役所の
窓口が大変混雑します。住民課では、窓口の混雑緩和と仕事
などで日中窓口に来られない方のため、住所変更などの諸手
続きができるように、住民課の受付時間を２時間延長します。
なお、住民基本台帳カードや広域交付住民票の交付、個人認
証サービスの受け付けはできません

　　実施期間　　３月２９日�月 ～４月２日�金 

　　延長時間　　１７時１５分～１９時１５分

その他の窓口と業務

次の窓口でも住所の移転に伴う手続きのため、受付時間を延長し
ます。内容により対応できない場合もありますので、詳細はお問
い合わせください

�３２-６４１８（１階２１番窓口）�国保課
国保の加入、脱退などの手続き（国民年金に関するものは取り
扱い不可）

�３２-６４１６（１階６番窓口）�医療支援課
障がい者・ひとり親・乳幼児・老人（６５歳～６９歳の入院）の医
療助成に関する手続き

�３２-６４１４（１階５番窓口）�高齢者医療課
後期高齢者医療制度に関する手続き

�３２-６３５６（１階２番窓口）�社会福祉課
障害者手帳に関する手続き

�３２-６４１１（２階）�健康支援課
妊婦・乳幼児健診に関する手続き

�３２-６３４１（１階４番窓口）�介護福祉課
介護保険の資格取得・喪失の手続き

�３２-６３６９（１階７・８番窓口）�子育て支援課
児童手当・児童扶養手当、保育園の入所に関する手続き

�３２-６７４２（第２庁舎１階）�学校教育課
小・中学校の転校に関する手続き

※出張所および証明取扱所では受付時間の延長は行いません

住民異動などの受付時間を延長します
詳細　住民課　�３２-６２９７　１階１５番窓口 　

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ から市民参加のページへ

募集期間・意見の提出方法　３月１７日�水 までにパブリックコメントと明記し、住所、氏名、電話番号、
意見（様式自由）を記入し、直接または郵送（消印有効）、ファクス、Ｅメールで

パパパパパパパパパパパパパパパパブブブブブブブブブブブブブブブブリリリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククククココココココココココココココココメメメメメメメメメメメメメメメメンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトをををををををををををををををを実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施ししししししししししししししししまままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすパブリックコメントを実施します

洪水ハザードマップ（案）作成について

苫小牧・安平・勇払川の洪水時の状況を表す洪水ハザードマップ（案）作成についての意見を募集します
資料の閲覧　道路河川課（市役所３階）、危機管理室（市役所２階）、市民情報コーナー（市役所２階）、
勇払・のぞみ出張所、各コミセン、植苗ファミリーセンター、ホームページ
提出先・詳細　〒０５３‐８７２２　旭町４丁目５番６号　危機管理室　�３２‐６２８０　�３３‐０４７４
　　　　　　　� kikikanri@city.tomakomai.hokkaido.jp
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ピ

ッ

ク

ス

�
　
引
っ
越
し
の
と
き
は

市
外
の
場
合　

転
出
届
を
し
ま
す
。
転
出
証

明
書
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
引
っ
越
し
て
か

ら　

日
以
内
に
転
入
先
で
転
入
届
を
し
て
く

１４
だ
さ
い
。
転
出
証
明
書
が
な
け
れ
ば
新
し
い

住
所
に
住
民
登
録
で
き
ま
せ
ん

市
内
の
場
合　

転
居
届
を

し
ま
す
。
引
っ
越
し
の
日

か
ら　

日
以
内
に
届
け
出

１４

を
し
て
く
だ
さ
い

※
届
け
出
の
際
に
窓
口
に

来
ら
れ
た
方
の
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
お
持
ち
で
な
い
場
合
で
も
届
け

出
で
き
ま
す
が
、
口
頭
で
本
人
確
認
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
届
け
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
郵

送
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
代
理
で

届
け
出
る
場
合
は
代
理
人
の
印
鑑
と
本
人
か

ら
の
委
任
状
が
必
要
で
す

�
　
証
明
書
を
申
請
す
る
と
き
は

住
民
票
の
写
し　
�
個
人
と
世
帯
全
員
の
２

種
類
あ
り
ま
す　
�
使
い
道
に
よ
り
世
帯
主
、

続
柄
、
本
籍
の
表
示
が
必
要
な
も
の
と
、
一

部
省
略
で
き
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
確
か

め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
、
運
転
免

許
証
な
ど
の
手
続
き
で
は
本
籍
の
表
示
が
必

要
で
す

戸
籍
謄
本
・
抄
本　
�
謄
本
（
全
部
事
項
証

明
）
と
抄
本（
個
人
事
項
証
明
）が
あ
り
ま
す　

�
本
籍
の
あ
る
市
区
町
村
に
直
接
申
請
し
ま

す
。
ど
こ
に
本
籍
が
あ
り
、
だ
れ
が
筆
頭
者

か
を
確
か
め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
で

も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

印
鑑
登
録
証
明
書　

印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
カ
ー
ド
を
提
示
す

れ
ば
代
理
人
で
も
交
付
で
き
ま
す

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

届
け
出
・
申
請　
�
�
は
住
民
課
窓
口
ま
た

は
勇
払
・
の
ぞ
み
出
張
所
で
す
。
こ
の
ほ
か
、

�
の
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
・
抄
本
、

印
鑑
証
明
の
発
行
は
、
豊
川
・
住
吉
・
沼
ノ

端
（
各
コ
ミ
セ
ン
内
）・
駅
前
証
明
取
扱
所
で

も
行
い
ま
す

※
申
請
の
際
に
窓
口
に
来
ら
れ
た
方
の
本
人

確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、
運
転
免
許
証
な
ど

の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
お
持

ち
で
な
い
場
合
は
口
頭
で
本
人
確
認
を
行
い

ま
す

�
　
住
基
カ
ー
ド
を
つ
く
る
と
き
は

手
数
料　
　

円　

※
写
真
付
き
と
写
真
な
し

５００

の
２
種
類
が
あ
り
、
写
真
付
き
の
住
基
カ
ー

ド
は
身
分
証
明
書
と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。

写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
を
希
望
す
る
方
は
、

写
真
（
３
・
５
×
４
・
５�
、
６
カ
月
以
内
に

撮
影
さ
れ
、
正
面
、
無
帽
、無
背
景
の
も
の
）

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

有
効
期
間　
　

年
間　

※
住
基
カ
ー
ド
に
は

１０

４
け
た
の
暗
証
番
号

が
必
要
で
す

申
請
方
法　

�
本
人
の
場
合
＝
運

転
免
許
証
な
ど
官
公

署
発
行
の
証
書
な
ど

で
顔
写
真
が
貼
っ
て

あ
る
も
の
と
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
証

書
な
ど
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
照
会
書
を

郵
送
し
本
人
確
認
を
行
い
ま
す　

�
代
理
人
の
場
合
＝
申
請
受
理
後
、
本
人
に

照
会
書
を
郵
送
し
、
回
答
書
の
持
参
に
よ
り

交
付
し
ま
す

発
行
場
所　

住
民
課
窓
口

�
　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス 　
　
　
　

（
電
子
証
明
書
）の
発
行

北
海
道
が
発
行
し
、
市
を
経
由
し
て
手
続
き

を
し
ま
す
。
電
子
証
明
書
は
、
住
基
カ
ー
ド

に
格
納（
記
録
）し
ま
す

発
行
手
順　

①
希
望
者
は
、
申
請
書
、
住
基

カ
ー
ド
、
本
人
確
認
が
で
き
る
写
真
付
き
の

公
的
証
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
提
出　

②
本
人
確
認
後
、
申
請
者
自
身
が
窓
口
に
設

置
し
て
い
る
鍵
ペ
ア
生
成
装
置
で
暗
証
番
号

を
入
力
し
住
基
カ
ー
ド
に
記
録　

③
住
基
カ

ー
ド
の
再
提
示
を
受
け
、
市
が
北
海
道
に
申

請
し
、
承
諾
後
発
行

手
数
料　
　

円
５００

※
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

方
は
、
電
子
申
請
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
、

印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
が
で
き
ま
す

　本人または同一世帯の方の住民票の写し、
印鑑登録証明書の申請は電話でも受け付け
ます。１６時３０分までに申し込むと、１７時１５
分から２１時まで、庁舎東側の夜間休日受付
窓口で受け取りができます。
　休日に交付を希望する場合は、直前の開
庁日の１６時３０分までに電話で申し込み、身
分証明書を持参の上、休日の８時４５分から
２１時までに受け取ってください。なお、印
鑑登録証明書を申し込んだ方は、印鑑登録
証（カード）も持参してください

詳
細　

住
民
課　
�
�
�
�
＝（　

）６
２
９
４

３２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
＝（　

）６
２
９
７

３２

３
月
、
４
月
は
異
動
に
伴
う
転
入
・
転
出
届
や
各
種
証
明
書
の
申
請
で
、

住
民
課
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
必
要
事
項
を
確
認
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い

　日中に来られない方へ　

３
月
、４
月
は
異
動
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
!

転
入
・
転
出
届
や
各
種
証
明
書
の
申
請
を
す
る
と
き
は


